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－１－ 

みなかみ町農業委員会第１１回会議議事録 

 

１ 開催日時   令和７年１１月１０日 午後２時４０分 

 

２ 開催場所   月夜野農村環境改善センター 視聴覚室 

 

３ 出席委員   １9名 

   １番委員 櫛 渕 武 重   ２番委員 近 藤 民 治   ３番委員 内 海 伸 一 

   ４番委員 原 澤 辰 明   ５番委員 原 澤 忠 告   ６番委員 鈴 木 初 夫 

   ７番委員 鈴 木 保 雄   ８番委員 中 島 博 惠   ９番委員 須 藤 栄 寿 

   10番委員 小 室  功   11番委員 村 山 正 美   12番委員 本 多 道 長 

   13番委員 小 池 康 雄   14番委員 原 澤 幸 好   15番委員 田 村 か つ 子 

   16番委員 田 村 隆 司   17番委員 櫛 渕 春 子   18番委員 江 口 眞 利 

   19番委員 森 下 かおり 

 

４ 欠席委員   ０名 

 

５ 議事録署名委員 

   16番委員 田 村 隆 司   17番委員 櫛 渕 春 子 

 

６ 職務のため本会議に出席した事務局職員等の職・氏名 

   事務局長 田 村 覚 生  書記  中 山 文 弥  書記 泉  雪 江 

 

７ 会議に附した事件 

   議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第３８号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第３９号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第４０号 農用地利用集積等促進計画の要請について 

   議案第４１号 農地に該当しないことの証明願について 

 

  協議事項・報告事項 

   特になし 

 

  その他 

 

８ 会議の成立 

     農業委員会等に関する法律第２７条第３項により本会議が成立する。 

 

開  会    みなかみ町農業委員会職務代理中島博惠開会を宣す。 

顛  末 

議 長  本日の議事録署名委員、１６番田村隆司委員、１７番櫛渕春子委員にお願い

いたしたく思います。 

 では、次第４、議事に入ります。 

 議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局よりご
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説明をお願いいたします。 

  

事務局  １ページをお開きください。 

 議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請について。 

 次のとおり農地法第３条の規定による許可申請があったので、決定を求める。 

 別紙記入事件、３件。 

 次のページをお開きください。 

◇（議案書・順次朗読説明） 

  

議 長  はい、ありがとうございました。 

 事務局の説明いただきました。 

 議案第３７号の１番について担当委員さんよりの調査報告を求めます。 

  

１８番委員  １８番、○○地区担当の江口です。 

 農地法第３条による申請事案の調査結果について報告いたします。 

 １１月５日、代理人の○○さんに電話をして確認しました。 

 申請地は、○○○○○の北東方向、約３００ｍに位置します。 

 譲渡人の○○○さんは、○○に引っ越すため、宅地、建物、農地を○○○○

さんに有償にて譲り渡すものです。 

 譲受人の○○○○さんは、勤務先が○○で、みなかみ町に移住後は新幹線通

勤をし、休日に奥さんと農作業を行うそうです。農地を効率的利用は、営農計

画は確認でき、技術については近隣農家が指導するため、実行は確実です。年

間従事日数は、奥さんが２００日で、主人が３０日で、野菜などを栽培するに

は十分な日数です。周辺の農地利用や地域計画実現への支障の有無は、野菜栽

培を計画しているため、周辺への耕作に支障はありません。その他、懸念する

事項は特にありません。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 このことについて皆様方のほうからご意見、ご質疑ございましたら、お願い

いたします。 

（「なし」の声） 

 では、お諮りいたします。 

 議案第３７号の１の案件は許可としてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可と決定いたします。 

 続きまして、議案第３７号の番号２について、担当委員さんからの報告を求

めます。 

  

１２番委員  農地法第３条の調査報告をいたします。 

 １２番の○○○○○担当の本多道長です。よろしくお願いいたします。 

 １１月５日、現地調査を行いまして、申請地は○○○○の南側およそ１００

ｍのところです。１１月５日、○○さんと直接お会いし、現地で確認をいたし

ました。 

 譲渡人、○○○○さんが県外生活をしているため、移住する予定もなく、希

望があって利用される方に売却したいということのためです。 



－３－ 

 譲受人は、○○○○さんと○○さん、３年前にこちらに移住して、何かいろ

いろ○○○○を歩いていて、あの場所を何か希望したらしくて、そこで住宅を

新築をして、また畑作をしてやっていきたいということであります。 

 農地の効率利用につきましては、現在のところは機械は持っていないんです

けれども、所有機械とか農業時間、農業技術、農業計画の書面として確認は取

られて、確実だと思います。それで、本人からのあれで年間従事日数は約２０

０日あるそうです。それで、果実なり野菜を栽培するに十分な日数だと思われ

ます。 

 周辺の農地については、特別支障はないんですけれども、両隣が一応果実を

やるということでありまして、近所が両側に今用地からすると建物があるわけ

ですけれども、その辺は十分配慮して耕作をしてくださいということで話はい

たしました。 

 そのほか懸案なる事項は特別ございませんけれども、よろしくご審議をお願

いします。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 先ほど、事務局から、今の図面がいいんじゃないですか、前の。事務局で説

明ありまして、５条で番号２なるでしょうか、あると思うので赤いところが３

の２で農地といったことです。 

 それから、上のほうが５の２でこれは事務局が説明していただいたように宅

地的なものかな、そのようですが、ということで関連事項というのはこの意味

だと思います。 

 皆様のほうからのご質疑、ご意見ありましたらお願いします。 

（「なし」の声） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第３７号の２の案件は許可としてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可と決定いたします。 

 続きまして、議案第３７号、番号３について、担当委員さんからの報告を求

めます。 

  

１７番委員  農地法３条調査員の報告、１７番、○○○○○担当の櫛渕春子です。 

 農地法第３条による申請事案の調査結果について報告いたします。 

 １１月３日、櫛渕武重さんと共に現地調査を行いました。申請地は、○○○

○○○○○○○○○○○○○○より南西へおよそ１００ｍのところで、貸付人

が農業ができなくて、管理し切れないため、借受人が特用林産物の桐を耕作し

たいということでした。農地の効率的利用は、労働力、農業技術、営農計画も

確認でき、実行は確実と思われます。年間従事日数は２７０日で、桐を栽培す

るには十分な日数と思われます。 

 周辺の農地利用や地域計画への支障の有無は、桐の成長により日陰になるな

ど懸念があるため、近隣に支障がないよう十分注意を払って耕作していただき

たいと申し添えておきました。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

  

議 長  ありがとうございました。 
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 ただいまのご説明について皆様のほうからご質疑、ご意見ありましたらお願

いいたします。 

（発言する者なし） 

 なければ、お諮りいたします。 

 議案第３７号の３の案件は許可としてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可と決定いたします。 

 続きまして、議案第３８号 農地法第４条の規定による許可申請について、

事務局より説明申し上げます。 

お願いいたします。 

  

事務局  ４ページをお開きください。 

 議案第３８号 農地法第４条の規定による許可申請について。 

 次のとおり申請がありましたので、意見の決定を求めます。別紙記入事件、

１件。 

 次のページをお開きください。 

◇（議案書・番号１朗読説明） 

  

議 長  ご説明いただきました。ありがとうございます。 

 担当地区の委員さんのご説明を求めます。 

  

２番委員  ２番、○○○○担当の近藤です。 

 農地法第４条による申請事案の調査結果について報告いたします。 

 申請地は○○○○○より北へおおよそ５０メーターぐらいのところです。１

１月４日、現地調査を行い、代理人の○○さんに確認いたしました。 

 転用目的の確実性については、始末書にもありましたように既に実行済みで

す。 

 申請面積の妥当性ですが、周辺の利用状況から問題は見当たりません。 

 周辺農地の営農条件への支障の有無ですが、周辺農地の営業を行う上での支

障が発生する見込みはございません。同様に、転用することによって生ずる付

近の農地、作物の被害の防除措置についても想定される被害等はないと思われ

ます。 

 そのほかに想定される懸案事項は、特に見当たりません。 

 よろしく審議いただきますよう、お願いいたします。 

 以上です。 

  

議 長  すみません、ありがとうございました。 

 ただいまのご説明を受けまして、この案件について皆様のほうからのご意見、

ご質疑いただきたいと思います。 

 １つよろしいでしょうか。ここに相続で発覚したと書いてあって、本人がこ

れは推進委員の方とかそういう方が発覚して、何かそういうことをやったのか。

あるいは、本人が何か相続のときに気がつかれてここに申請をなされたのか。 

 それからもう一つは、こういう場合でも始末書添付を取ってあるんですが、

始末書というのがどうしても必要なものかどうか、その辺を含めてお願いでき

ればと思っております。 
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事務局  今回のこの件に関しては、相続時に発覚したということで、農地パトロール

も実施しておりますが、申請する理由となったのは相続によって発覚したので、

是正をしたいという内容です。 

 始末書なので、こちらに関しては農地を農地以外に使っていたので、それは

始末書というのは必要な書類になるので、提出のほうを求めているということ

になります。 

 実施してしまっているので、農地以外に使っているということなので、始末

書は添付するということです。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 ほかに皆さんのほうからご質疑ありましたらお願いいたします。 

（発言する者なし） 

 ないようですので、ありますか。 

  

５番委員  ちょっと参考に聞きたいんですけれども、今これ、農地じゃなくて畑じゃな

いですか。これは何になるんですか、宅地になるんですか。 

  

事務局  前提は一応法務局のほうの判断になるんですけれども、想定されるのは雑種

地。ただ、宅地と一体利用となると宅地となるんですけれども、ちょっと何と

もそこは。多分宅地と一体利用、そうですね、宅地ですね、多分。 

  

 番委員  ということは、税金は上がるのですか。 

  

事務局  課税はもう既になっていると思われます、思われます。 

  

議 長  よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

 ないようですので、お諮りいたします。 

 議案第３８号のこの案件につきまして、許可相当でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可相当と決定いたします。 

 議案第３９号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局よりご

説明をお願いいたします。 

  

事務局  ６ページをお開きください。 

 議案第３９号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

 次のとおり農地法第５条の規定による許可申請があったので、意見の決定を

求めます。 

 別紙記入事件、３件。 

 次のページをお開きください。 

◇（議案書・順次朗読説明） 

 以上よろしくお願いいたします。 
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議 長  ご説明が終了しました。ありがとうございます。 

 番号１番から担当委員さんの説明を求めます。 

  

７番委員  ７番、○○地区担当の鈴木でございます。 

 農地法第５条による申請事案の調査結果についてご報告いたします。 

 申請地は○○○○南約１００ｍのところでございます。 

 １１月６日、現地調査を行い、翌日、申請者の○○さん、○○さんに話を伺

いました。○○さんは、この部分を駐車場がちょっと手狭なため駐車場地とし

て使用するということでございます。また、○○さんは、百姓を機械等もやっ

ていないんで、ここのところ、耕地が少しあるんですけれども、○○さんに売

却するということでございました。 

 また、申請書、設計書、資金が確認され、許可が下りてから早めに着工した

いとの○○さんの要望でございました。 

 また、周辺農地の営農条件、営農支障の有無ですが、周辺農地の営農を行う

上で支障が発生する見込みはございません。 

 さらに転用することによって、生じる付近の農地、作物の被害との防除措置

についても想定される懸案事項はございません。 

 よろしくご審議をお願いします。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 この案件につきまして、皆様方のご意見、ご質疑賜りたいと思います。 

（発言する者なし） 

 ご質疑ないようなので、お諮りいたします。 

 議案第３９号の１の案件は、許可相当としてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可相当と決定いたします。 

 続きまして、議案第３９号、番号２番について、担当委員さんからの調査報

告をお願いしたく思います。 

  

１２番委員  番号１２番、○○○○○担当の本多道長です。 

 農地法第５条による申請事案の調査結果についてご報告いたします。 

 申請地は、○○より南におよそ１００ｍのところで１１月５日、同条３条の

分筆で住宅用地として、農地の手前でここを住宅用地として使う予定なんです

けれども、使うに当たってちょっと面積が多いと思いますけれども、５００超

えているんですけれども、一応裏がのり面だったり、入り口が電柱がそこで許

可を得て立ってありますんで、通路としても使いたいということで多少の伸び

は見ております。 

 それで、○○さんが住宅を建てるということで、ほかには転用の目的として

は確実だと思います。 

 それにつきまして、申請書、見積書、設計書、資金等が確認でき、許可が下

ってから早めに着工したいということにして、実行は確実だと思います。予定

としては、この認可が下りたら年度内に一切の処理を進めて、冬になると大変

なんで、来年の４月末か５月に工事着工、１１月の竣工予定をということで言

われております。そういう予定で本人からは言われておりますんで、よろしく

お願いします。 
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 それで、申請面積については、周辺の住宅からも適当だと思われます。 

 周辺の農地は、営農状況の支障の有無ですが、周辺の農地に営農を行う上で

支障が発生する見込みはございません。先ほども話したとおり、両際がもう住

宅、裏は神社ののり面で、もう農地がそんなにはない、つながっていないんで

すよね、そこ。両際が、さっきも言ったとおり住宅で、果実やるからちょっと

気をつけてくださいということだけは話をしておきました。ということで、そ

れ以外には想定される懸案事項は特別見当たらないと思いますので、よろしく

ご審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 ただいまのこの案件につきまして、皆様方のご意見、ご質疑賜りたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 ちょっとお伺いいたします。これが第１種農地なので、農振除外を受けてお

ったのか、あるいはそれとも集落接続のそっちのほうで取ってあるのか、どち

らのほう判断をなされたのかお伺いしたいと思います。 

  

事務局  こちらは集落接続になります。隣接に住宅があるということで、集落と判断

をし、集落接続で第１種農地転用は…… 

（「転用でできるということですね」の声） 

 はい、そういうことです。 

  

議 長  皆様のほうからご質疑、ご意見ありましたらお願いいたします。 

（発言する者なし） 

 ないようですので、お諮りいたします。 

 議案第３９号の２の案件は、許可としてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可相当と決定いたします。 

 続きまして、議案第３９号、番号３について、担当委員さんからの調査報告

を求めます。 

  

１５番委員  １５番、○○担当の田村です。よろしくお願いします。 

 農地法５条による申請事案の調査結果についてご報告いたします。 

 申請地は、○○○○○○より東へ２００ｍほどのところで、昨日１１月９日

に現地調査を行い、当日、申請者の○○○○さんに確認いたしました。 

 息子の○○○○さんが休耕中の畑に住宅を建てたい、建てる計画をされてい

るということで調査いたしました。 

 転用目的の確実性につきましては、申請書、見積書、設計書、資金が確認で

き、許可が下りてから早めに着工したいとのことでした。実行は確実と思われ

ます。 

 写真、スライドにもあるように、天気のいい日に大分前から伐採をしていま

すので、結構早めにできるんじゃないかなという感じがいたしました。 

 申請面積の妥当性ですが、周辺の状況からも適当と思われます。回りは全て

農地、田んぼと農地なんですけれども、下のところは、○○○○○○○○がお

○○○○○○○○○○ですね。そこですね、はい、グレーのところ。今チュー
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リップを植えてあるところなんですけれども、景観的にはすごく見通しがよく

て、日当たりもいい場所なんですけれども、裏側が林なんで、林というか桑園

だったんですけれども、全部林と竹に覆われてきたということで、ちょっとそ

の辺が心配で竹が大部侵食しているので、その辺大変ですよなんていう話も○

○さんとしたんですけれども、何とかしていかなきゃいけないなという話はし

ていました。 

 特にだから農作、ほかの農地に影響はないし、作物の被害の防除措置につい

ても想定される被害等はないと思われます。林が近いということで、あとはそ

こイノシシの通り道あるので気をつけたほうがいいですよという話はしまし

た。塀を作らないと侵入されますよという話もしたので、○○○○さんは承知

していると思うんで、あとは息子さんがどうするかは息子さん次第なので、危

ないですという話はしておきましたんで。 

 あとは、その畑は別件ですけれども、その林が迫っているところが１筆なの

で、誰かが耕作してくれるとうれしいななんていう話もしていました。桐とか

どうですかねなんていう話をしたんですけれども、無理かなと思いながらちょ

っと話もしました。 

 以上です。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 この案件につきまして、皆様のほうからご質疑、ご意見ありましたらお願い

いたします。 

 この案件につきましても経緯を、第１種農地なので、どういうあれかちょっ

とお話しいただければありがたいと思います。 

  

事務局  こちらは、令和７年７月に農振除外をした場所です。この地図の、マップの

こちらがご実家になるんですよ。斜め右上のところですね、申請地から。ここ

が実家になるので、分家住宅という形で第１種農地で許可の見込みがあるとい

う判断が取れるというところです。 

  

議 長  ありがとうございます。 

 皆様のほうから何かございましたらお願いいたします。 

（発言する者なし） 

 ないようですので、お諮りいたします。 

 議案第３９号、番号３の案件は、許可相当でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、許可相当と決定いたします。 

 続きまして、議案第４０号 農地利用集積等促進計画の要請について、事務

局にご説明願います。 

  

事務局  ８ページをお開きください。 

 議案第４０号 農用地利用集積等促進計画の要請について。 

 次のとおり、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定

に基づき、農地中間管理機構への要請をしてよいか決定を求める。 

 別紙記入事件、１件。 

 次のページをお開きください。 
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 今回の議案は、令和８年１月１日公告される予定の農用地利用集積等促進計

画となります。 

 中間管理権が設定される面積は、田、賃貸借の通年３，２１１㎡。設定期間

は、１０年。合計面積、３，２１１㎡、貸手は２戸、借手は１戸でございます。 

 １０ページに詳細がございますので、ご覧ください。 

 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要

件を満たしていると考えます。 

 以上よろしくお願いいたします。 

  

議 長  事務局の説明をいただきました。 

 このことについて、皆様のご質疑承りたいと思います。 

（発言する者なし） 

 なければ、お尋ねいたします。 

 皆さんのほうからご質疑ないので、なければこの案件をご承知おきいただけ

ればと思います。 

 次に移ります。 

 議案第４１号 農地に該当しないことの証明願について、事務局より説明を

お願いいたします。 

  

事務局  １１ページをお開きください。 

 議案第４１号 農地に該当しないことの証明願について、農地法の運用につ

いての規定に基づき、証明願があったので、農地法第２条第１項に規定する農

地でないことの判断を求める。 

 １、別紙調書に記載のとおり。 

 次のページをお開きください。 

◇（議案書・番号１朗読説明） 

 以上よろしくお願いいたします。 

  

議 長  事務局に説明をいただきました。 

 担当委員さんからの調査報告をここで求めたいと思います。 

  

８番委員  ○○○○○○○地区担当の中島です。 

 農地に該当しないことの証明願についての調査報告をいたします。 

 現地は○○地区、４筆３か所に分かれています。 

 １１月８日、現地を確認、調査いたしました。 

 現地は既に４筆とも山林と葛のやぶに覆われており、農地への復元は困難か

と思われます。 

 その他想定されるような懸案事項は、見当たりませんでした。 

 以上、審議のほどをよろしくお願いいたします。 

  

議 長  ありがとうございました。 

 皆様のほうからのご質疑賜りたいと思います。 

 確認でございますが、よろしいでしょうか。 

 ２２年２月頃より現況非農地となっていると記載がございます。推進委員の

ほうからもそういう報告は大丈夫でしょうか。 
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事務局  非農地で、毎年の農地パトロールを実施している結果としては、もう非農地

です。再生困難。 

  

議 長  ありがとうございます。 

 皆さんのほうからいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

 なければ、お諮りいたします。 

 申請どおり、これを非農地と判断いたしてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

 それでは、決定といたします。 

 次第の５番、協議事項・報告事項に移らせていただきます。 

 何か協議事項は、事務局からないという報告をいただいておるんですが、よ

ろしいでしょうか。 

 皆さんのほうからもございませんか。 

 それでは、本日の議事・報告全てを終了したいと思います。ありがとうござ

いました。 

  

事務局  ありがとうございました。 

 それでは、７番の閉会に移らせていただきます。閉会について、江口職務代

理よりお願いいたします。 

  

閉 会  みなかみ町農業委員会職務代理江口眞利閉会を宣す。 

  

                           〔午後３時４５分〕 
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    以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため署名する 

 

            １６番委員 

 

            １７番委員 

 

  


